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 会  議  の  経  過  及  び  結  果 

 

審議案件 

（１）戸田市国保の保健事業について 

（２）諮問事項の協議について 

   ・「保険税率の統一による影響は？」 

   ・「今後、必要であると思うことは？」 

（３）その他 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 

 

 

司会及び開会のあいさつ 

   

○戸田市国民健康保険に関する規則第４条第４項の規定に基づき会議

に必要な定足数（１５名中１３名出席）に足りているため会議が有効

である旨を報告。また、一般の方からの傍聴の申出がなかった旨も併

せて報告。 

 

 前回の会議では、国民健康保険税率の今後の方向性について、令和８

年４月からの税率改正は困難ではないかというご意見をいただき、今年

度中は引き続き協議を重ねていくことになった。 

 本日は、２つの議題で、１つ目は国保の保健事業について、２つ目は

諮問事項について協議いただきたい。 

皆様のご協力により、有意義な会議となるようお願いしたい。 

 

○戸田市国民健康保険に関する規則第４条第１項の規定に基づき会長

が議長となる旨報告 

 

それでは、次第に基づき、進行する。 

はじめに、「（１）戸田市国保の保健事業について」を議題とする。保

健に係る事業の実施は、医療費の適正化という観点から国保の財政運営

や国保税の税率改正の議論とも深い関連がある。それでは、事務局から

説明願いたい。 

 

【資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容について、ご意見等はあるか。 

 

 特定健康診査の受診率について、戸田市は県内ではどのくらいの順位

か。 
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事 務 局 

 

 

委   員 

 

 

事   務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

委    員 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 本市における令和６年度の特定健康診査の受診率は、埼玉県の平均を

少し上回っているところである。 

 

特定健康診査の受診率向上のためには、保険者である戸田市からの通

知勧奨が非常に重要であると思う。 

 

先ほどの説明の中でも通知勧奨を取り上げたが、これまでも、性別・

年齢別に階層化し、対象者個人に合った内容の通知勧奨を行っている。

今後も、対象者の属性や傾向等を分析するなど、工夫しながら実施して

いきたい。 

 

他にご意見等はあるか。 

 

（特になし） 

 

特になければ、案件（１）については、以上とする。次に、「（２）諮

問事項の協議について」を議題とするので、事務局から説明願いたい。 

 

【前回の国保運営協議会（令和７年１２月１８日開催）振り返り・今

後のスケジュール等を説明】 

 

事務局からの説明内容について、ご意見等はあるか。 

 

保険税水準の統一というのは、言い換えれば、１人当たり医療費が高

く財政的に厳しい自治体を、１人当たり医療費が低い戸田市のような自

治体が支えるという側面もあると考える。国や県の方針である旨は理解

したが、納得感が得られるよう市民への周知を丁寧にする必要があると

思う。 

 

 保険税水準の統一に当たっては、前回の振り返りの資料（令和７年１２

月１８日開催の第２回国保運営協議会資料）にもあるとおり、埼玉県が

運営方針に基づいて進めているもので、令和５年度までは各自治体が県

に支払う納付金の算定に、各自治体の医療費水準が反映されていたが、

令和６年度からの納付金の算定には、医療費水準が反映されない方式に

なった。現在は、令和９年度の準統一に向けて、運営協議会の中で引き

続き協議を進めているところである。 

 

他にご意見等はあるか。 
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委   員 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委   員 

（➀グループ） 

 

 

 

 

 

 

 

委          員 

（➁グループ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

委　　　  員  
（Zoomグループ）

 

 

 

（特になし） 

 

他になければ、以降はグループワークで協議する。 

 

 

【グループワークの実施（➀グループ３名・➁グループ４名、Zoom グループ

６名）】 

 

○諮問事項の協議について 

 ・テーマ１「保険税率の統一による影響は？」 

 ・テーマ２「今後、必要であると思うことは？」 

 

 

【グループ発表】 

 

テーマ１「保険税率の統一による影響は？」の中では、「被保険者の健

康意識が高まる」、「生活が苦しくなる」、「被保険者からの意見が増える」、

「医療環境が悪くなる」等の意見が出た。これらに対して、テーマ２「今

後、必要であると思うことは？」を話し合い、被保険者としては「先ず

は意識を変えることが重要で、広報等の情報を教材として用いて取り組

むべきだ」という意見、保険者としては、「税率改正による特定健康診査

の受診率や医療費の影響についてモニタリングを行い、継続的に周知を

するべき」という意見が出た。 

 

テーマ１の中では、「医療費が上がる」、「病院にかかれなくなる被保険

者が増える」、「収納率が下がる」、「自分の健康に気を付けるきっかけに

なる」等の意見が出た。これらに対して、テーマ２では、被保険者とし

ては「自分の健康を若いうちから理解するとともに、健康アプリや健康

イベントを積極的に活用すべき」という意見、保険者としては、「被保険

者が楽しく健康になれる仕組みづくりをすべきであること」、「資料や説

明が非常に分かりやすくても、受け手になかなか伝わらないともったい

ないため、医療機関等に協力いただき、より効果的な周知を行ってほし

い」という意見が出た。 

 

テーマ１の中では、「収納率が下がるのではないか」という意見が多く

を占めた。また、「税率改正により被保険者の健康意識が高まるという側

面があるのではないか」という意見も出た。これらに対して、テーマ２

では、被保険者としては、「保健事業に積極的に参加すべき」である一方、
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会   長 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

保険者としては、「保健事業の実施に工夫を施すべき」という意見があっ

た。例えば、「特定健診や健康イベントについて、土日祝日における実施

日を増やすことが効果的なのではないか」という意見や、「スマートウォ

ッチを用いた保健指導については、非常に良い取組であるものの、知ら

なかった」という意見が出た。 

 

 改めて、何かご意見やご質問はあるか。 

 

（特になし） 

 

私たちは、国民健康保険運営協議会として、現在、戸田市長から諮問

を受けているので、本日の意見を踏まえ、税率改正の対応に関する答申

書案の作成を進めていきたい。引き続きご協力をお願いする。最後に、

「その他」として、事務局からお願いする。 

 

その他 として、次回の国民健康保険運営協議会の会議日程は、令和

８年３月６日（金）の１３時３０分からとさせていただきたい。議事の

詳細については、決定し次第、正式に通知させていただくので、よろし

くお願いする。 

 

事務局からの説明内容について、ご意見等はあるか。 

 

（特になし） 

 

特になければ、本日の案件については終了するので、議事進行を事務

局にお返しする。 

 

以上で、令和７年度第３回戸田市国民健康保険運営協議会を終了する。 

 

 



令和７年度第３回 
戸田市国民健康保険運営協議会会議次第 

 

 

日時  令和８年１月２３日（金）午後１時３０分～ 

場所  市役所５階 ５０１会議室 

 

１ 開会 

２ 案件 

（１）戸田市国保の保健事業について 

（２）諮問事項の協議について 

   ・「保険税率の統一による影響は？」 

   ・「今後、必要であると思うことは？」 

（３）その他 

３ 閉会 



戸田市国保の保健事業について

令和８年１月
戸田市保険年金課



国保における保健事業の法的根拠

第８２条 市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、
健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての
支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

（特定健康診査）
第２０条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十
歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当す
る健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定に
より特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

（特定保健指導）
第２４条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定
保健指導を行うものとする。

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

１



国保における保健事業の意義

２

Ｂ.医療費の適正化Ａ.被保険者の健康保持・
増進、疾病予防

Ｃ.保険者努力支援交付金等

保健事業の実施状況に基づ
く国及び県からの交付金



国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要

計画全体における目的（大目的）

現状値目標計画全体の評価指標
男性 17.2年 / 女性 20.3年（R3年度）延伸６５歳健康寿命
41,455円 / 年（R4年度）減少１人当たり生活習慣病医療費

大目的を達成するための個別保健事業

・特定健康診査受診率向上対策（Ａ）
・特定保健指導実施率向上対策（Ａ）
・糖尿病性腎症重症化予防対策（Ｂ） 生活習慣病の発症や重症化の予防
・生活習慣病重症化予防対策 （Ｂ） 生活習慣病医療費の適正化
・ジェネリック医薬品使用促進（Ｂ）
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関する取組（Ｂ） など

３
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A 被保険者の健康保持・増進、疾病予防



特定健康診査の実施状況

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
戸田市 44.8 43.8 33.8 37.8 38.4 38.8 41.8
県内市町村計 40.3 40.7 34.9 38.2 39.4 41.5 40.8

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

生活習慣病予防のためのメタボリックシンドロームに着目した健康診査。４０歳から７４歳までの国民健康保険
加入者を対象とする。

特定健康診査

特定健康診査の受診率の推移

４



特定保健指導の実施状況

特定健康診査の結果により、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が
期待できる対象者に対して行う保健指導のこと。

特定保健指導

特定保健指導の実施率の推移

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
戸田市 14.0 13.3 14.5 12.6 6.7 9.5 11.1
県内市町村計 20.0 19.8 20.2 19.4 18.9 16.4 19.9

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

５



特定健康診査の受診率向上に係る取組事例

特定健康診査通知勧奨事業 オ
モ
テ
面

ウ
ラ
面

性別・年齢別に階層化し、対象者個人に合っ
た内容の勧奨通知を送付するよう工夫

４０歳代男性向けの文言

６

令和６年度実績

全体
勧奨通知対象者数（１４,４０８人）
受診者数 （ ２,８１０人）【19.5％】

４０歳代
勧奨通知対象者数（ ２,６５９人）
受診者数 （ ３５５人）【13.4％】



特定保健指導の実施率向上に係る取組

特定保健指導業務（ICT特化型）

案
内
チ
ラ
シ

７

スマートウォッチ等のウェアラブル機器を用
いたICT特化型の特定保健指導を実施
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B 医療費の適正化



戸田市国保の被保険者の健康課題（１）

１人当たり医療費（全体）

３３７,７４３円

県内６３自治体中２番目に低い

１人当たり医療費（前期高齢者）

５９４,０９８円

県内６３自治体中３番目に高い

前期高齢者（６５歳～７４歳）の１人当たり医療費が非常に高額である

※令和６年度実績

８



戸田市国保の被保険者の健康課題（２）

【考察】前期高齢者へ移行する前の若い年代からの生活習慣の乱れが原因か

全体(40歳～74歳)65歳～74歳40歳～64歳
質問項目分類

国同規模県戸田市国同規模県戸田市国同規模県戸田市

35.0%34.9%35.9%37.3%33.4%33.5%33.8%35.8%38.2%38.5%40.2%39.3%２０歳時体重から１０kg以上増加体重増加

15.8%14.2%16.7%18.8%12.3%11.8%12.7%13.9%22.7%20.5%24.7%25.8%週３回以上就寝前夕食
食事

10.4%9.2%10.8%13.8%5.9%5.7%6.1%7.6%19.4%18.5%20.1%22.5%週３回以上朝食を抜く

25.5%24.0%25.4%27.9%25.1%24.2%25.0%28.2%26.4%23.4%26.3%27.6%毎日飲酒
運動

2.8%2.2%2.4%3.1%1.5%1.3%1.2%1.5%5.2%4.3%4.6%5.4%１日飲酒量（３合以上）

13.8%12.2%14.7%16.4%10.4%9.8%10.5%12.6%20.8%18.7%22.9%21.9%喫煙喫煙

戸田市国保の被保険者の生活習慣（特定健康診査の質問票調査の状況・令和４年度実績）

９



戸田市国保の健康課題の解決に向けた取組

事業の実施に当たり・・・

前期高齢者（６５歳～７４歳）だけではなく、若い世代から正しい生活習慣を身につけても
らうことに重点を置く

特定健康診査の４０歳前受診
勧奨

特定保健指導におけるICTの活
用

特定健康診査の通知勧奨にお
ける通知内容の工夫

他自治体での成功事例等を参
考にした取組の随時検討

健
康
意
識
の
醸
成

10
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C 保険者努力支援交付金



国民健康保険特別会計の決算状況（令和６年度）

国・県からの交付金等
64.9 億円

国保税収入
26.4 億円

赤字に対する一般会計からの繰入金
3.0 億円

その他
9.9 億円

歳入 104.2億円

保険給付費
63.5 億円

国民健康保険事業費納付金
34.8 億円

保健事業費
1.2 億円
その他
1.6 億円

歳出 101.1億円
11



保険者努力支援制度の概要

12



保険者努力支援制度の概要

13

共通指標
３１２点 / ５５９点

固有指標
１４５点 / ２８１点

合計得点
４５７点 / ８４０点

交付額 48,157,000円
１点≒ 100,000円



第２回戸田市国民健康保険運営協議会（R7.12.18）の協議結果

「埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）に基づく保険税率の統一に向けた戸田市国民健康保険税の
税率改正に係る対応について」

令和８年４月からの税率改正は困難ではないかとの意見が多
かったことから、令和８年度内にもう少し協議を重ねていく。

諮問



第２回戸田市国民健康保険運営協議会（R7.12.18）の委員からの意見

・令和８年度の赤字解消も必要かもしれないが、被保険者に
与える影響が大きいこと、また、１人当たりの医療費は低い
が所得が高いため、税率が高くなるという戸田市の課題もあ
る中で、しっかりとした議論を行う時間を作り、令和９年度
から税率改正を行うという選択肢もあるのではないか。

・被保険者への負担増を考えると、丁寧な周知・説明が必要
だと思う。また、医療費の適正化も重要である。

・議論や説明に時間をかけて、令和９年度から税率改正を行
うべきだと思う。

・被保険者に理解してもらい、令和９年度からの税率改正を
目指すべきだと思う。

・税率を上げてほしくはないが、税水準の統一という流れを
考えると、仕方ないと思っている。

・税率を上げることが前提で議論が進むことに違和感を覚え
てしまう。

・物価高騰が続く中で税率が上がるのは厳しいが、赤字とい
う状況ではやむを得ないという部分と、国保の加入者が減少
していくことを考えると、今後を不安に思う部分がある。

・医者の立場として、若年層の方に比べ、高齢者の方が頻繁
に医療機関にかかることが多く感じるため、医療費の適正化
という観点で、バランスが重要であると思う。

・薬剤師の立場としては、ジェネリック医薬品の推進などを
通じ、少しでも医療費適正化に取り組んでいるところである。

慎重に議論すべきという意見 その他の意見



令和7年11月14日（金）午後1時

砂防会館（別館１階 シェーンバッハ・サボー）
 【東京都千代田区】
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全 国 町 村 会
全 国 町 村 議 会 議 長 会
全国国民健康保険組合協会

令和7年度
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改善強化
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大　会　次　第
開会の辞
全国知事会代表

議長団選出
国民健康保険中央会代表
全国市長会代表
全国町村会代表

主催者挨拶
国民健康保険中央会会長

議長団代表挨拶
国民健康保険中央会代表

大会宣言
全国市長会代表

決議文発表
全国町村会代表

来賓挨拶
厚生労働大臣
総  務  大  臣
与党代表、野党代表

閉会の辞
全国都道府県議会議長会代表

1 5

2 6

3 7
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国保制度改善強化全国大会役員・運営委員
　❖大会会長
　　　大西　秀人 〔国民健康保険中央会会長 （香川県高松市長）〕

　❖大会副会長
　　　鈴木　雅博 〔国民健康保険中央会副会長（愛知県大口町長）〕 

　❖大会役員
　　　阿部　守一 〔全国知事会会長（長野県知事）〕
　　　藏内　勇夫 〔全国都道府県議会議長会会長（福岡県議会議長）〕
　　　松井　一實 〔全国市長会会長（広島県広島市長）〕
　　　丸子　善弘 〔全国市議会議長会会長（山形県山形市議会議長）〕
　　　柵野　孝夫 〔全国町村会会長（北海道白糠町長）〕
　　　中本　正廣 〔全国町村議会議長会会長（広島県安芸太田町議会議長）〕
　　　渡邉　芳樹 〔全国国民健康保険組合協会会長〕

　❖大会運営委員長
　　　阿部　正人 〔栃木県国民健康保険団体連合会事務局長〕　　

　❖大会運営副委員長　
　　　岡　　謙二 〔広島県国民健康保険団体連合会事務局長〕

　❖登壇者
　　　衆・参両院議員（本人）、各主催者団体代表者及び大会運営正・副委員長

黄



　本日ここに、全国の国民健康保険関係者が一堂に会し、国民健康保険が
直面する諸問題の改善を期して、国保制度改善強化全国大会を開催し、慎
重審議した結果、次のとおり満場一致これを採択した。
　国は、国民健康保険制度の現状を踏まえ、次の事項を必ず実現されるよ
う本大会の総意をもって強く要望する。 

一、医療保険制度の一本化を早期に実現すること。
一、国保の財政基盤強化のための公費投入の確保を確実に実施するとともに、
保険者努力支援制度等が有効に活用されるよう、適切な評価と財政支援の
充実を図ること。

一、普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能を今後も堅持するととも
に、生活保護受給者の国保等への加入の議論については、見直しを行わず
国としての責任を果たすこと。

一、高額療養費制度については、セーフティネットとしての役割や保険制度の持続
可能性等を勘案して見直しを行うとともに、その実施に当たっては、現場で混乱
が生じないよう、国の責任において丁寧かつ十分な対応を講じること。

一、医療・保健・介護人材の確保や地域偏在の解消のための総合的な対策を講じ
るに当たっては、医療保険者等の運営に支障が生じないよう十分配慮すると
ともに、物価高や賃上げ等の社会経済情勢も踏まえ、公立病院等の医療提供
体制を確保するため、十分な支援策を講じること。

一、医療費助成に係る地方単独事業の国庫負担減額調整措置をすべて廃止する
とともに、こどもの医療費助成に係る全国一律の制度の創設及びこどもに係
る均等割保険料（税）の軽減制度の拡充を行うこと。

一、子ども・子育て支援金制度については、国の責任において、国民の理解が十分
得られるよう分かりやすく丁寧な周知、広報等を行うとともに、国保の運営
に支障を及ぼすことがないよう必要な財政措置を確実に講じること。

一、国保総合システムは、国保運営の基幹システムであり、その開発や運用に当
たっては、市町村等保険者に追加的な財政負担が生じないよう、国の責任に
おいて必要な財政措置を確実に講じること。

一、国保連合会が地方自治体の医療・保健・介護・福祉業務支援の役割を十分に
果たせるよう、財政支援を含め必要な措置を講じること。 

一、医療・介護ＤＸの推進に当たっては、地方の意見を十分に踏まえるとともに、
健康保持・増進並びに医療費及び介護給付の適正化に向け、ＫＤＢシステム
や、介護情報基盤の構築等に係る必要な財政措置を講じること。

一、マイナ保険証については、国の責任において、その利用促進を図るとともに、
被保険者や医療機関等に混乱が生じることのないよう周知・広報を行うこと。 

一、国民健康保険組合の健全な運営を確保すること。

決　議

令和７年１１月１４日
国保制度改善強化全国大会



平成３０年の制度改革において、財政支援の拡充により国保の財政基盤強化が図ら

れましたが、依然として構造的な問題を抱えていることから、今後も厳しい財政状況

が続くことが予想されます。

（注）すべて厚生労働省資料をもとに作成。

無職者と非正規雇用者が加入者の
大半を占めています。

国保（市町村）における
一人当たり保険給付費と平均年齢の推移一人当たり保険料負担率の比較

国保（市町村）世帯主の職業構成 国保（市町村）被保険者の年齢構成

96万円（一世帯当たり143万円）
175万円（一世帯当たり279万円）
245万円（一世帯当たり418万円）

【参考】
加入者一人当たり平均所得（令和4年度）
・国保（市町村）
・協会けんぽ
・健保組合

（令和5年9月末現在）（令和4年度）

（令和4年度）

※一人当たり負担率 ＝ 一人当たり平均保険料（税）一人当たり平均所得

後期高齢者医療制度
協会けんぽ 健保組合
国保（市町村）

共済組合

※被保険者数については、各年度末現在のものを利用
保険給付費 平均年齢

0.0％

2.0％

4.0％

6.0％

8.0％

10.0％

12.0％

9.5％
8.6％

7.2％

他の医療保険に比べ負担
が重くなっています。
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高齢化等に伴い一人
当たり保険給付費が
伸びています。
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29歳
7.2％
30～39歳
7.6％
40～49歳
10.6％

50～59歳
13.0％60～64歳

9.0％

5.1％

65～69歳

16.9％

70～74歳

27.2％

54.054.0

5.7％ 5.8％

その他
自営業
16.5％

非正規雇用者

32.0％
無 職

45.3％
農林水産業
2.1％

その他
4.0％

他の医療保険に比べ、前期
高齢者（65～74歳）の加入
割合が高くなっています。



宣　言
　国民健康保険は制度創設以来、我が国の国民皆保険体制の中核を担い、地域

医療の確保や地域住民の健康の維持増進に貢献してきた。しかしながら、中高

年齢者が多く加入し一人当たり医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が

低く、保険料（税）の負担率が高いという構造的な問題を抱えている。このため、

市町村においては被保険者にこれ以上負担を求めることは極めて困難であり、

厳しい財政運営を強いられている。 

　このような中、平成三十年度より新たな国保制度が施行され、都道府県が

財政運営の責任主体となり、公費の拡充による財政基盤の強化が図られたと

ころであり、我々国保関係者は、国保制度を持続可能なものとするため、安定

的な運営に最善を尽くしている。 

　しかしながら、国保が抱える構造的な問題に加え、少子高齢化の進展、被用

者保険の適用拡大等に伴う被保険者数の減少や昨今の物価上昇の影響など

により、今後も安定的な運営が困難な状況が続くと想定される。　 

　このため、国は、国保制度改革が実効あるものとなるよう毎年三千四百億円

の公費投入を確実に実施することなど財政支援の充実や、普通調整交付金の所

得調整機能の堅持、医療費助成に係る地方単独事業の国庫負担減額調整措置

の全廃、全国一律のこども医療費助成制度の創設、物価高や賃上げ等の影響を

踏まえた公立病院等への支援、国保総合システムの開発等に対する必要な財政

措置、地方の意見を十分に踏まえた医療・介護ＤＸの推進などについて、国保制

度の更なる改善強化に向け、責任を持って取り組んでいくべきである。 

　我々国保関係者は、ここに「国保制度改善強化全国大会」を開催し、組織の

総意を結集して、本大会において決議を行い、一致団結してその実現に向け断

固邁進することを誓うものである。 

令和７年１１月１４日
国保制度改善強化全国大会



国民健康保険中央会所蔵

相扶共済とは
　昭和１３年４月１日に公布された国民健康保険法には、「相扶共済の精神に則り
疾病、負傷、分娩又は死亡に関し保険給付を為すを目的とする」とあります。

　この書は、昭和１５年、当時の首相 近衛文麿氏が揮毫し、国民健康保険法施行
３周年記念に開催された「第１回国民健康保険全国大会」において配布されました。

　国民健康保険法制定時に携わった清水玄氏（内務省社会局保険部規画課長・
法律制定時は厚生省保険院社会保険局長）は、相扶共済について「国保が他の諸
制度以上に全国民の隣人愛の高揚により、発展すべきものであることを表す言
葉である」と解説しています。

　現在も互いに助け合う、国保の基本精神を表す言葉として使用されています。

■アクセス：○地下鉄（有楽町線・半蔵門線・南北線）永田町駅 ４番出口 徒歩１分
○地下鉄（銀座線・丸ノ内線）赤坂見附駅 徒歩８分
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令和７年度第３回
戸田市国民健康保険運営協議会

【戸田市国民健康保険税の税率改正】

諮問内容の協議に向けたグループワーク

令和８年１月２３日



１ グループワーク実施の目的

諮問内容の検討にあたり

限られた時間の中で、様々な意見をいただきたい

委員の皆さんが発言しやすい環境



２ グループワークのテーマ

テーマ１「保険税率の統一による影響は？」

テーマ２「今後、必要であると思うことは？」



３ グループワークの流れ①

①自己紹介（所属・名前・好きな食べ物等）・進行役の決定
（1分程度）
※ZOOM参加委員のグループの進行役は事務局

②テーマ１「保険税率の統一による影響は？」（20分）

・５分程度でテーマに係る内容を付箋紙に記入

・各委員は、付箋紙の内容を説明しながら、模造紙に貼る

※ZOOM参加委員は、テーマに係る内容を口頭で説明
・意見交換

約束１ うなずきながら聞きましょう
約束２ 笑顔で聞きましょう

約束３ 否定したりコメントしたりしません



３ グループワークの流れ②

③テーマ２「今後、必要であると思うことは？」（20分）
・テーマ１と同様

④各グループから発表（10分）

約束１ うなずきながら聞きましょう
約束２ 笑顔で聞きましょう

約束３ 否定したりコメントしたりしません



４ テーマ１
「保険税率の統一による影響は︖」

受診への
影響は︖ 生活は

どうなる︖

市民の
理解は︖

医療費は
どうなる︖

市民の
健康は︖

・・・などなど



・・・などなど

５ テーマ２
「今後、必要であると思うこと」

テーマ１を踏まえて・・・・

市民として
必要なこと

保険者である
戸田市に
望むこと

国・県に
望むこと



６ 発表

■テーマ１の主な意見

各グループで出た意見を「２分程度」で発表

■テーマ２の主な意見

■全体を通して意見や感想など
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